
中山間地域等直接支払事業
について
埼玉県農林部

農業ビジネス支援課

【資料１】
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中山間地域等直接支払制度とは
制度概要

農業生産条件の不利な中山間地域において、集落等を単位に、農用地を維持・管理
していくための取り決め（協定）を締結し、それに従って５年間以上農業生産活動
等を行う場合に交付金を交付する制度。

平成１２年度の創設以降、第１期～第３期対策まで実施し、平成２７年度から第４
期対策（平成２７年度～令和元年度）が開始。

対象者

協定に基づき、５年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等
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中山間地域等直接支払制度とは
対象地域

・ 特定農山村法、山村振興法、過
疎法に指定された地域

（※地域振興立法8法のうち埼玉県に該当する3法）

・ 農林統計上の中間農業地域・山
間農業地域

・ ３法（特定農山村法等）に指定
された地域に地理的に接する地域

１６市町村５２地域が対象

傾斜等の基準（田：1/100以上、
畑：8°以上）を満たす１ha以上の農地
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中山間地域等直接支払制度とは

急傾斜

地目・傾斜 単価

田（1/20以上） 21,000円

畑（15°以上） 11,500円

※10aあたり 緩傾斜

地目・傾斜 単価

田（1/100以上） 8,000円

畑（8°以上） 3,500円

交付単価・対象農用地

交付金の流れ

国
(1/2又は1/3)

県
(1/4又は1/3)

市町村
(1/4又は1/3)

集落
(農業者)

※ 交付金は集落の取り決めの下で、集落の農業生産活動等に資する経費として活用される。
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集落協定に定める活動内容

中山間地域等直接支払制度とは

１ 農業生産活動等を継続するための活動（単価の８割を交付）
① 農業生産活動等

・耕作放棄地の発生防止活動（法面の管理、鳥獣害防止対策等）
・水路、農道等の管理活動

② 多面的機能を増進する活動
・周辺林地の下草刈り、景観作物の作付、体験農園、ビオトープ等

２ 体制整備のための前向きな活動（１＋２で単価の１０割を交付）
Ａ要件、Ｂ要件、Ｃ要件の中から１つを選択し、実施
・Ａ要件：農業生産性の向上
・Ｂ要件：女性・若者等の参画を得た取組
・Ｃ要件：集団的かつ持続可能な体制整備

必須

任意

※農業の有する多面的機能：水源の涵養、国土の保全など農業生産活動が行われることにより生じる食料その他農産物の供給など多様な機能
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中山間地域等直接支払制度とは
集落協定に定める活動内容うち体制整備のための前向きな活動

○ 機械・農作業の共同化 ○ 高付加価値型農業
○ 生産条件の改良 ○ 担い手への農地集積
○ 担い手への農作業委託
※上記から２項目以上選択して実施。

○ 新規就農者による営農 ○ 農産物の加工・販売
○ 消費・出資の呼び込み

※上記から一つ選択し、協定参加者に女性、若者、NPO等を１名以上加える。

○ 集団的かつ持続可能な体制整備

※協定参加者が高齢等により農業生産活動の継続が困難になった場合に、他の誰かに引き継ぐことを協定に位置づけるもの。

【A要件】

【B要件】

【C要件】
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集落協定に定める活動内容うち加算措置（任意）

中山間地域等直接支払制度とは

【集落協定の広域化支援】
複数集落が連携して広域の協定を締結し、新たな人材を確保して、農業生産活動等を維持するた

めの体制づくりを行う場合
⇒地目にかかわらず協定農用地全体に 3,000円/10a 加算

【小規模・高齢化集落支援】
小規模・高齢化集落の農用地を取り込んで活動を実施する場合

⇒田：4,500円/10a、畑：1,800円/10a 加算

① 集落連携・機能維持加算

② 超急傾斜農地保全管理加算

超急傾斜地（田：1/10以上、畑：20°以上）の農用地の保全及び農産物の販売促進活動に取り
組む場合
⇒田・畑 6,000円/10a 加算
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中山間地域等直接支払制度とは
集落協定に定める活動内容うち加算措置（任意）

【うち人材活用体制整備型】

援農ボランティアや就農等を目的とした移住体験の場の提供、世代交代の促進など新たな人材の
確保・活用を進めるための取り組みや体制づくり等を行う場合

⇒地目にかかわらず協定農用地全体に 3,000円/10a 加算

【うち集落機能強化型】
地域づくり、福祉、防犯団体など、営農以外の機能を伴った団体の設立や集落内外の営農以外の

組織との連携体制の構築など集落機能を強化する取り組みを行う場合
⇒地目にかかわらず協定農用地全体に 3,000円/10a 加算

【うちスマート農業推進型】
自走式草刈機による法面管理やドローンを活用した農薬散布など、営農活動の省力化を目的とし

た環境づくりを行う場合
⇒地目にかかわらず 6,000円/10a 加算

③ 地域営農体制緊急支援試行加算 担い手を支える地域の体制の強化に取り組む協定に対し、試行的な加算措置を実施します。

ゆずの収穫ボランティア

【毛呂山町滝ノ入集落】

令和元年度のみ実施
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中山間地域等直接支払制度とは
その他

評価について

○ 国の規定に基づき、本検討委員会で毎年度の実施状況の点検・取り組みの
評価をいただく予定。

○ 同様に本検討委員会において制度の中間年評価（令和４年度）及び最終年
評価（令和６年度）」を審議していただく予定。

令和2年度
（1年目）

令和4年度
（中間年評価）

令和6年度
（最終評価）
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秩父市沢戸集落協定 小鹿野町八谷集落協定

美里町円良田集落協定 横瀬町寺坂集落協定

皆野町立沢集落協定

東秩父村上ノ貝戸集落協定

共同活動の事例
【農地の草刈り】 【ゆずの出荷準備】 【獣害防止用の柵の設置】

【地域の景観形成】 【収穫での共同作業】 【棚田オーナー制度】
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H27 H28 H29 H30 R1

実施市町村数
13 13 13 13 13

協定数
60 60 62 62 62

協定面積(ha)
338 337 347 347 347

前年度比

面積増(ha)
-

-1 10 0 0

交付金額(千円)
30,379 30,389 30,886 30,866 31,117

協定参加者数
(人) 1,432 1,434 1,483 1,483 精査中

嵐山町

さいたま市
川越市

熊谷市

川口市

行田市

所沢市

加須市

東松山市

狭山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

上尾市

草加市

春日部市

越谷市

久喜市 幸手市

杉戸町

宮代町
白岡町

蓮田市

松伏町

吉川市

三郷市

八潮市
鳩ヶ谷市蕨市

戸田市

和光市

朝霞市

志木市

新座市

富士見市

三芳町

ふじみ野市

入間市

伊奈町桶川市

北本市

吉見町

川島町
坂戸市

鶴ヶ島市

日高市

毛呂山町

越生町

鳩山町

滑川町小川町

ときがわ町

秩父市

飯能市

本庄市

横瀬町

小鹿野町

皆野町

寄居町
長瀞町

美里町

上里町

神川町

東秩父村

令和元年度事業実施市町村

令和元年度の埼玉県の実施状況①
○ 取組市町村 13市町村、取組協定数 62協定、取組面積 347ha、交付金額 31,117千円

市町村数、取組協定数、取組面積、交付金額の推移

※対象になりうる16市町村のうち13市町村で実施
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当該地域では、近年高齢
化等により収穫しきれない
ユズが多くあるため、外部
人材を活用して、収穫して
もらうとともに、都市・農
村交流を図りました。
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令和元年度の埼玉県の実施状況②
令和元年度から新規の加算措置が制度に導入

埼玉県内では、毛呂山町で外部人材を活用したゆ
ずの収穫ボランティアを実施し、交付金を受けて
いる。

※令和元年度は加算措置を新たに実施したことで、
交付金額が増加した。
（加算措置額：+257千円）



令和元年度
ボランティア実績

○令和元年12月8日（日）に実施
※今年度はシーズン1回の実施

○参加者:延べ29人

○収穫実績:約400㎏（コンテナ27箱）

○ゆずの栽培面積:約5.2ha

令和元年度の埼玉県の実施状況③
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令和２年度の中山間地域等直接支払制度について
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中山間地域等直接支払制度特認基準について

国が定める通常基準のほか、地域の実情に応じて都道府県知事が特
別に中山間直接支払制度の対象地域として指定できる地域。

① 農林統計上の中間農業地域及び山間農業地域
② 特定農山村法、山村振興法及び過疎法の指定区域に地理的に接す

る農用地（旧市町村単位）

埼玉県の知事特認基準 ※国ガイドラインと同基準

特認基準とは

平成２９年に農林統計上の中山間地域が変更。
変更に伴い追加された地域を新たに編入する。

○ 小川町・旧男衾村の一部、本庄市・旧松久村の一部、深谷市・旧尾島町の一部を新たに編入
※この場合の旧市町村とは、昭和２５年２月１日における市町村の区域。

旧市町村の一部は、市町村合併等で昭和２５年における市町村が分割・編入されたもの。
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中山間地域等直接支払制度特認基準について
【令和２年度の埼玉県知事特任地域】

① 農林統計上の中山間地域：12市町21地域、

② 法指定地域に地理的に接する地域：6市町7地域

変更ナシ
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